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ベ
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ス
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ー
ツ
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座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相　
談

月の総合(心配
ごと)相談

4

■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前10時～午後３時
▷社協各支所＝午前10時～正午
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）

日 場所／相談員 問

３ 社会福祉センター／◯民 ・ ◯人 ・ ◯行

①

４ 彦島公民館／◯民

11
長府公民館／◯民 ・ ◯行

川中公民館分館／◯民 ・ ◯行

1７ 社会福祉センター／◯民 ・ ◯人 ・ ◯行 ・ ◯社

1８ 安岡公民館／◯民

２５
小月公民館／◯民

勝山公民館／◯民 ・ ◯行

10 きくがわ総合相談センター／◯人※ ・ ◯司 ・ ◯行 ②
２６ 社協豊田支所／◯人 ・ ◯行 ③
1３ 社協豊浦支所／◯心

④
1６ 豊浦総合支所／◯人 ・ ◯行

２２ 豊北保健福祉センター／◯人 ・ ◯行 ⑤
◯民…民生児童委員　　◯人…人権擁護委員
◯行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
◯司…司法書士　　　　◯社…社会保険労務士
◯心…臨床心理士

比
較
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

■対
市
内
に
所
在
す
る
土
地
や
家
屋
の
固

定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
管
理
人　

※
土
地
の
み
の
所
有
者
は
土
地
の
み
、

家
屋
の
み
の
所
有
者
は
家
屋
の
み
縦
覧

可　
※
代
理
人
は
、
委
任
状
か
代
理
人

選
任
届
が
必
要　
■期
４
月
１
日
～
３０
日

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時　
※
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　
■所
資
産
税
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課　
■持
本
人
が

確
認
で
き
る
物（
納
税
通
知
書
、
運
転

免
許
証
な
ど
）、
印
鑑（
法
人
は
社
印
）

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-
１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-
２
９
５
３
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

緑
の
カ
ー
テ
ン
用
の
ゴ
ー
ヤ
の
種
配
付

　
ゴ
ー
ヤ
の
種
と
育
成
用
キ
ッ
ト（
土
、

ポ
ッ
ト
）を
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

■日
４
月
２４
日
～
２６
日　
午
前
９
時
～
午

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
４
月
７
日（
日
）午
前

９
時
３０
分
～
午
後
３
時

３０
分　
■所
北
部
公
民
館　
■内
相
続
、
遺

言
、
法
人
設
立
、
成
年
後
見
に
関
す
る

こ
と
な
ど　
※
予
約
不
要

▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士
会
下
関

支
部
事
務
局（
☎
２５６-

５
８
６
２
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
■日
４

月
１９
日（
金
）午
後
１
時
～

４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
４
月
１
日
～
１９
日
に
電
話
で
豊
田
総

合
支
所（
☎
７６６-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

■定
１２
人（
先
着
順
）　
※
職
員
に
よ
る
一

般
相
談
も
、
平
日（
午
前
８
時
３０
分
～
午

後
４
時
３０
分
）に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

お
知
ら
せ

平
成
２５
年
４
月
か
ら
の
菊
川
地
区
の

ご
み
の
収
集
日
の
変
更

　
４
月
１
日（
月
）か
ら
菊
川
地
区
の
古

紙
の
収
集
日
を
毎
週
金
曜
日
に
変
更
し

ま
す
。
平
成
２５
年
度
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

を
確
認
し
、
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
菊
川
総
合
支
所
市
民
生
活
課　

�

（
☎
２８７-

４
０
０
４
）

土
地
と
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
で
き
ま
す

　
平
成
２５
年
度
の
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

簿
と
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で

き
ま
す
。
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、

自
己
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と
市
内

に
あ
る
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を

後
４
時　
■所
環
境
政
策
課　
※
２７
・
２８

日
は
、ア
ー
ス
デ
イ
関
門
ブ
ー
ス
内（
深

坂
自
然
の
森
）で
午
前
１０
時
～
午
後
３

時
に
配
布　
■定
各
日
１００
セ
ッ
ト（
先
着
順
）

■問
環
境
政
策
課（
☎
２５２-

７
１
１
５
）

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
試
験
の
お
知
ら
せ

■対
受
験
資
格
＝
満
２０
歳
以
上（
４
月
１

日
現
在
）で
、
排
水
設
備
工
事
な
ど
の

設
計
、
施
工
の
経
験
の
あ
る
方　
■日
７

月
１１
日（
木
）午
前
１０
時
３０
分
～
午
後
０

時
３０
分　
※
受
け
付
け
は
午
前
９
時
３０

分
～
１０
時　
■所
山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー

ク（
山
口
市
秋
穂
二
島
）　
▽
申
込
期
間

＝
４
月
３０
日
～
５
月
２１
日

■申
■問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
２３１-

１
３

６
３
）、
北
部
事
務
所（
☎
７７２-

４
０
２
８
）

就
学
援
助
費
の
申
請
を

■対
市
立
の
小
・
中
学
校
、
県
立
下
関
中

等
教
育
学
校（
前
期
課
程
）に
在
籍
す
る

児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
次
に
該
当
す

る
方　
▽
生
活
保
護
が
停
止
、
廃
止
に

な
っ
た　
▽
国
民
年
金
の
掛
け
金
が
免

除　
▽
国
民
健
康
保
険
料
が
減
免　
▽

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る　
▽

就
学
さ
せ
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難　

■期
４
月
１５
日
～
３０
日　
午
前
９
時
～
午

後
５
時　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
。
４
月
２１
日（
日
）は
受
け
付
け　
■所

市
役
所
７
階
大
会
議
室（
４
月
２１
日〈
日
〉

は
、
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
）、
菊
川
・
豊

田
・
豊
浦
・
豊
北
教
育
支
所　
※
学
校

で
受
給
希
望
の
方
は
各
学
校　
※
期
間

中
は
、
教
育
委
員
会（
上
田
中
町
庁
舎
）

で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん　
■持
印
鑑
、
保

護
者
名
義
で
市
内
金
融
機
関
の
預
金
通

帳（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場
合
、
通
常
の

口
座
番
号
と
は
別
に
振
込
用
の
口
座
番

号
が
必
要
）、
申
請
理
由
を
証
明
す
る

書
類（
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
証
書
の
写
し
）、
世
帯
全
員
の

平
成
２４
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
、
確
定
申
告
の
控
え
な

ど
）　

※
写
し
を
提
出
の
場
合
、
原
本

も
持
参
の
こ
と　
※
住
民
票
と
世
帯
が

異
な
る
方
に
は
、
後
日
必
要
書
類
の
提

出
を
お
願
い
す
る
場
合
あ
り　
※
継
続

し
て
受
給
を
希
望
す
る
方
も
、
毎
年
申

請
が
必
要　
※
期
間
中
は
平
成
２５
年
度

（
平
成
２４
年
分
）の
所
得
証
明
書
が
発
行

で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
を

■問
学
校
教
育
課（
☎
２３１-

１
５
７
０
）、
各

教
育
支
所　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
２
５
）

▽
豊
田（
☎
７６６-

２
８
０
２
）　
▽
豊
浦（
☎

７７２-

２
１
１
７
）　
▽
豊
北（
☎
７８６-

０
７

８
０
）

休
館
日
・
休
場
日
の
お
知
ら
せ

●
唐
戸
市
場

■日
４
月
２４
日（
水
）

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

●
公
民
館
な
ど
の
臨
時
休
館

■期
５
月
３
日
～
５
日　

※
５
月
６
日

（
月
）は
定
期
の
休
館　
■所
市
立
公
民
館

（
市
全
域
）、
ア
ブ
ニ
ー
ル
、
豊
田
・
豊

北
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー（
豊
浦
・
小
野
・
宇
賀
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）


